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はしがき 

近年、新型コロナウイルス感染症等によりデジタル化の重要性が改めて認識され、政府に

おいても 2020 年に「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」が閣議決定されるとと

もに、2021年にデジタル庁が発足したところである。 

また、グリーン化の推進が国際的な潮流となっており、我が国でも、2020 年に「2050 年

カーボンニュートラル」を目指すことが宣言され、2023 年にはＧＸ実現に向けた基本方針

のとりまとめが行われた。 

本調査研究会では、こうしたデジタル化・グリーン化の進展をはじめ、近年の社会経済構

造の変化を踏まえて考えられる将来の地方税制のあり方について、現時点において技術的・

政策的な実現可能性が高いものであることは必ずしも求めず、幅広く議論を行った。 

今回の調査研究に当たり、御多忙のところ委員をお引き受けいただいた先生方に心から感

謝を申し上げる。 
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Ⅰ 本年度の研究会における研究テーマ

 我が国では、2000 年にＩＴ基本法が成立して以来、様々な分野でデジタル化の取組みが

進められてきた。近年、新型コロナウイルス感染症等によりデジタル化の重要性が改めて認

識され、政府においても 2020 年に「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」が閣議

決定されるとともに、2021年にデジタル庁が発足したところである。 

また、グリーン化の推進が国際的な潮流となっており、我が国でも、2020 年に「2050 年

カーボンニュートラル」を目指すことが宣言され、2023 年にはＧＸ実現に向けた基本方針

のとりまとめが行われた。 

こうしたデジタル化・グリーン化時代の到来を踏まえれば、将来のあるべき地方税制の姿

も変化しているものと考えられ、社会経済構造の変化を踏まえた地方税制のあり方について、

令和５年度から「デジタル化」及び「グリーン化」をキーワードとして検討を行っている。 

令和７年度は、社会経済構造の変化や個人の事業活動の多様化等に対応し、時代に適合し

た課税のあり方の検討に向けて、個人事業税をテーマに、課税実務上の課題や個人事業を巡

る動向等についてヒアリングを行い、現行の個人事業税制度について改めて研究を深めると

ともに、課題の洗い出し及び今後検討すべき論点の整理、検討を行った。 

Ⅱ デジタル化・グリーン化時代にふさわしい個人事業税のあり方

１ 個人事業税の課税実務について

本調査研究会では、まず、個人事業税の概要について概観した上で、東京都より、個人事

業税の課税実務について説明を受けた。その概要は以下のとおりである。 

＜個人事業税の課税実務の流れ＞ 

・ 納税者データ（国税データ票）で事業所得及び不動産所得の金額が 290万円（事業主

控除額）を超えた確定申告者について個人事業税が課税になるのか否かを確認している。

現在は、税務署に出向いて決算書等の添付書類を複写しているが、令和８年９月に電子

化される予定。 

・ 国税データ票と複写した紙の決算書等を一件ごとに突合して、課税になるのか否かを

判定しており、290万円以上の所得がある方の中から実際に課税される人員は半分程度

である。 

・ 課税判定における観点は２つあり、１つ目は個人事業主としての事業性があるか、２

つ目は課税対象となる法定の 70業種に該当しているかである。 
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・ ３月に（所得税の）確定申告がなされてから作業を進め８月に課税をするというのが

基本的な仕組みになっているが、確定申告者が非常に多いことからそこでは終わらず

（納税通知書の全件発送には至らず）、以降の随時課税という仕組みも使いながら実務

を進めている。 

・ 課税判定は国税のデータ（所得税の確定申告書データ）や決算書だけでは追い付かず、

お尋ね文書等を出して照会をしながら実態を見極めて判断しており、１件１件にかなり

の手間がかかっている。 

＜事業性の判断及び法定 70業種の該当＞ 

・ 事業性については、所得税で事業所得とされるものと同じところに着目している。要

件としては、１つ目に「営利又は対価の取得を目的とし」という営利性があり、次に「自

己の危険と計算において独立的に」という意味で、組織に属しているのではなく、個人

として独立して事業をしているという独立性の話があり、３つ目に反復継続して事業を

行っているという反復継続性があること、この３つを満たすことが事業性の判断として

行われている。 

・ 雇用関係にはないが使用従属性の高い自営業、例えば委託契約という形であっても、

中身を追っていくと拘束されているようなこともあり、個人事業主として判断するため

には手間がかかる。個人事業主としての判断は型にはまっているというより、一つ一つ

確認をしていかなければならないことが増えてきている。 

・ 平成９年以降業種の追加がないことから、以降新たに発生した職業は、法定業種に該

当するのかを一つ一つ判断している。法定業種に入っていない職業について個別に検討

し、（特定の法定業種に）該当すると判断すればその業種として課税していく。本人は

その業種と思っていないようなこともある中で、法定業種に該当するかを判断し、該当

する部分があれば課税をしていく。 

・ 現状では限定列挙方式となっていることにより、事業性があると判断されたものでも

（法定業種に該当しないことから）課税されておらず、課税の公平性の問題がある。ま

た、業種認定の基準もはっきりと整理されていないことから、課税庁間で取扱いをどの

ように統一していくかということが大きな課題となっている。 

＜地方団体から国への税制改正要望等＞ 

・ 東京都でも（国と同様）税制調査会を有しており、令和６年度の報告では、新しく生

じた事業に課税できないのは公平性の観点で問題ではないか。また、法定業種について

は見直しが行われていないことから、法が想定していない事業が多く発生してきており、
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事業性があるのに（法定業種に）該当しないということだけで課税しないのは課税の公

平性から問題があるのではないかと（委員の先生方に）整理いただいている。 

・ 見直しの方向としては、限定列挙方式を廃止し、事業性を有するものは原則全て課税

対象とすべき、その上で特段の配慮が必要な業種があれば、国民的な議論を経て例外と

して非課税の措置を取るよう、（課税対象を）はっきりさせておく必要があると提言を

いただいた。 

・ 東京都からの国への提案要求として、限定列挙方式を見直し、事業所得又は不動産所

得を有するすべての事業を課税対象とすること、実現されるまでの間については新規の

業種を課税対象に随時追加すること、更に早急に業種認定の基準を具体的に定めること

を求めている。 

・ 九都県市首脳会議も同じく限定列挙方式を見直し、全ての事業を課税対象とすべきと

の要望に加え、所得税の確定申告書の中に事業の認定に役立つ情報を入れてほしいとの

要望を出している。また、全国知事会も同様の要望を出している。 

・ 現場からは制度の改善を強く望んできているところ。

＜本調査研究会における主な意見＞ 

・ 業種別に税率が異なる点については、個人的に違和感があり、その受益の違いをどの

ように特定しているのかという点に疑問がある。 

・ 個人住民税との二重課税問題について、これから議論していく上で、そもそも二重課

税があるという発想に立つのか、ないという発想に立つのかは整理しておく必要がある。

個人的には、事業税は物税かつ事業そのものに担税力を生み出すもの、住民税は人税か

つ経済力に担税力を生み出すものという点で、全く性格の異なる税という整理も可能と

考えている。 

・ 今後議論していく上で、個人と法人の間の公平性ないし中立性の問題に軸足を置くの

か、又は個人間の公平性ないし中立性の問題に軸足を置くのかという点について、総務

省としてどう考えるか。 

２ フリーランスの実態について

次に、一般社団法人フリーランス協会より、フリーランスの実態について説明を受けた。

その概要は以下のとおりである。 

＜フリーランスの定義＞ 

・ フリーランスの特徴の一つとして、人によって想起するイメージが異なるため、（フ
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リーランスに関する）議論はなかなか噛み合わないということがよく挙げられる。その

ことからも分かるように、フリーランスは、様々な職種や働き方、年収、バックグラウ

ンドも含め千差万別である。

・ その中で、フリーランス協会では、フリーランスを「特定の企業や団体、組織に専従

しない独立した形態で、自身の専門知識やスキルを提供して対価を得る人」と定義して

いる。 

（参考）令和５年度政府税制調査会答申 

フリーランスとは、「実店舗がなく、雇人もいない自営主又は一人社長であって、その仕事で収入

を得る者であり、かつ、農林漁業の従事者でない者」と定義している。 

・ フリーランスは大きく「独立系」と「副業系」に分けることができる。「独立系」と

は、よく一般にイメージされる個人事業主や従業員を雇用しないで法人成りしている経

営者、開業届を提出せずに隙間時間で働く主婦や学生等が該当する。一方、「副業系」と

は、基本的に雇用関係を持っている方を指しており、日中は労働者として働きながら、

就業時間外に業務委託で仕事をしている方等を“副業系のフリーランス”と定義してい

る。 

＜フリーランスの実態＞ 

・ この数年間でフリーランスへの注目が高まっており、2020 年の“広義のフリーラン

ス”の人口は約 462万人（内閣官房公表）となっている。また、令和４（2022）年度就

業構造基本調査（総務省公表）では、フリーランス人口を約 257万人としている。 

・ 近年、フリーランスが増加している背景としては、「機会」と「課題」の２つの面があ

り、「機会」としては、独立・副業の敷居が低下している（パソコンやスマートフォン１

台あれば初期投資なしに様々な無料のクラウドサービスを使用して事業を行うことが

できる）ことが挙げられる。また、「課題」としては、（特に地方において）不可逆的な

労働人材不足の中で、首都圏の専門人材を中心に業務委託等を受けるニーズが高まって

いることが挙げられており、これらの要因により多様な働き方の選択が可能かつ求めら

れる時代になっている。 

＜フリーランスと労働者性＞ 

・ フリーランスは、いわゆる「事業者」であり、働き方の裁量（自律性）と経済的自立

性を前提に、事業リスクを負う責任と覚悟を持った「自律的な働き方」をすることが大

前提である。 

・ 一方、働き方が多様化する中で、自律性を持った事業者であるかどうかの判断が難し
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くなっている方や、指揮命令を受け、労働者に近い働き方をする方（いわゆる準従属労

働者と呼ばれる方）が増えてきている。 

・ 業界、職種ごとにフリーランスの実態は異なるが、例えば、コンサルタントやエンジ

ニア等のビジネス系の職種の方は、基本的には高い専門性を持ち、働き方の裁量や諾否

の自由があり、非常に自律性の高い業界である。また、ギグワーカーも、オンラインプ

ラットフォームを使用して仕事を行うが、一つのプラットフォームに従属的に登録して

仕事をすることはあまり想定されないため、自律性の高い業界である。 

・ 一方、コンテンツ制作や軽貨物、講師、通訳案内士、美容、リラクゼーションといっ

た業界は、（当協会に寄せられる声等を踏まえても、）比較的に自律性に乏しく労働者に

近い実態があると見ている。 

＜本調査研究会における主な意見＞ 

・ 偽装フリーランスについて、業務委託契約を交わしているものの、実際には（勤務時

間の管理、指揮命令系統がある等）雇用関係と同等であると認められるような場合に、

源泉徴収票には給与所得という区分で報告するケースがあるか。個人事業税の場合、課

税の対象が不動産所得又は事業所得であるため、事業性の判断において重要な問題であ

るため、実態としてどのような対応が取られているのか教えていただきたい。 

→ 実際に、ジムインストラクター等の労働者性が疑われる業種の方は、自身は開業届を

提出してフリーランス（事業者）として仕事をしているつもりでも、実際の働き方とし

てはシフト制や時給制が採用されている場合が多く、発注者からは給与所得の区分とし

て源泉徴収票をもらっているというケースが多い。 

３ 個人事業税の論点について

次に、東洋大学法学部企業法学科・泉絢也教授より、個人事業税の論点について説明を受

けた。その概要は以下のとおりである。 

＜応益課税・負担分任＞ 

・ 「事業は、道路、港湾等の都道府県の施設を利用し、又はこれらの行政サービスを受

けてその活動を行っていることから、このような施設の設置や行政サービスに必要な経

費について応分の負担を求めているのが事業税である」として、たびたび“応益原則”

を前提として説明される。 

・ （碓井光明著『要説 地方税のしくみと法』（学陽書房 2001）では、）「応益性に着目し

た課税の中で、負担能力にどのように配慮するかが宿命的な課題である」こと、また、
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「応益課税の用語法として、租税における利益説と同様に、負担の根拠を示す場合と課

税の根拠及び負担の配分を示す場合がある」ことを指摘している。 

・ 課税の根拠としての応益課税・負担分任の原理・原則論が関連する論点としては、

① 事務所等所在の都道府県による課税

② 事業者である個人に対する課税あるいは事業者に対する課税

③ 「所得」を課税標準とする課税

④ 法の施行地外で事業を行う場合の国外所得の課税標準

⑤ その他（事業主控除 等）

等が挙げられるが、そもそも課税の根拠と負担配分を分けて議論すべきなのか、あるい

はできるのかという課題があると考える。 

・ （税制調査会（平成 12年７月）『わが国税制の現状と課題－21世紀に向けた国民の参

加と選択－』において、）「地方公共団体が供給する行政サービスは、法人の事業活動に

様々な形で寄与しており、その受益を定量的に捉えることは難しい」と記載があるが、

（課税に当たり、）具体的にどのような行政サービスを想定しているかを確認していく

ことは有益であると考える。また、行政サービスは、近年デジタル化していることを踏

まえ、デジタル化された行政サービスとの関係で“応益”というものを念頭に置いた方

がよいのではないかと考える。

・ 論理性や一貫性を帯びた制度設計を構築するため、課税主体や客体、課税対象業種、

課税標準等のあり方といった議論を展開し得る論点として、「応益課税の理念」に関す

る議論は重要であるが、一方で、その議論だけであるべき税制の設計が一律に定まるわ

けではないと考える。 

・ 農業をはじめとして現在課税されていない業種についても、応益課税の見地から、都

道府県から直接的、具体的に受けている利益を明確にした上で、課税対象業種に含める

べきかどうか等の（「応益課税の理念」から派生する）論点もあると思うが、いずれにし

ても、事業税の課税の根拠を“応益課税”と説明するのであれば、これを揺るがすよう

な、全く適合しないような税制は採用されるべきではないと考える。 

＜事業税の課税権＞ 

事業税全体に対する問題提起として、 

・ 課税権を有する都道府県を決定づける事務所等の意義について、総務省通知（『地方

税法の施行に関する取扱いについて（道府県税関係）』（平成 22年 4月 1日総税都第 16

号・令和 7 年 4 月 1 日最終改正））では、「事業の必要から設けられた人的及び物的設

備」と規定している。また、（『事業税逐条解説』によると、）「人的設備とは、事業に対

し、労務を提供することにより、事業活動に従事する自然人をいう」とされており、無
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人の通信中継所等のように物的設備はあるが、その場所で事業に従事する者がいないも

のについては、事務所等に該当しないこととなる。 

・ 一方で、デジタル社会が進展する中において、（事務所等の要件を）人的設備及び物

的設備を有するものに限定することは妥当なのかという問題があるのではないか。 

・ （碓井光明著『要説 地方税のしくみと法』（学陽書房 2001）においても、）「今日に

おいて、無人の設備であっても、事業活動に大きな役割を果たすものがみられる。（中

略）人的設備要件にこだわっていくのが合理的かどうか、再検討が望まれる」と指摘さ

れており、例えば、現代的な業種であるデータセンターや暗号資産のマイニング施設等

のデジタルインフラが事業拠点として機能するような業態を想定した場合、現行制度の

立て付けが時代に合っているのかどうか、また、総務省通知だけで解釈を変えることが

できるのかどうかといった様々な議論の余地があるものと考える。 

＜課税対象業種の限定＞ 

・ 課税対象業種の限定の面については、非課税業種イコール受益がないと考えてよいの

かどうか、あるいは応益課税や負担分任の原則と合わないのではないかという点で過去

より議論がされており、結果として、事業主控除や業種別税率というものが課税対象業

種のための制度になってしまっているのではないか（果たしてそれが妥当なのか）とい

う問題がある。 

・ 現行法令上の立て付けとして、法定業種に「類するもの」が政令で拡張（政令委任）

されておりますが、あくまで「類するもの」に限定されてしまうので、制度上限界があ

るのではないか。現在のように法定業種を追加していく道を進んでいくと、結果として

業種間の均衡を図ることが困難になっていくのではないかという問題意識がある。 

・ 法律からの政令委任について、例えば、社会の変化に伴って迅速に課税対象業種を手

当てするという趣旨に則った立て付けであると解することができるのであれば、現行の

課税対象業種の範囲は十分なものかという問題があるのではないか。つまり、過小包摂

（政令委任の趣旨に照らして現在の規定が十分なものかどうか）の観点で確認・評価を

行う必要があるのではないか。 

・ また、発展的な問題提起として、

① 行政サービスの一般的な享受の質・量を業種ごとに類型化できるか

② 業種ごとにひとくくりにすることの妥当性はあるのか

③ 所得税法上の「雑所得」のようなキャッチオール規定は不要か

→ 国民が単純に抱く不公平感に配慮して制度設計しないと、税制への不信感が

増すのではないかという懸念からの問題提起 

④ 事業主控除とは別に税率段階で軽減する必要はあるか

  等が挙げられると考える。
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＜事業主控除＞ 

・ （前川尚美ほか著『地方税各論Ⅰ』（ぎょうせい 1978）において、）「事業主控除は、 

① 事業に要する最低必要経費の概算控除

② 低所得者の税負担の軽減控除

③ 事業主の勤労部分控除

  等の諸要素をもつ事業税独自の控除である」としているが、このような趣旨に照らし、

事業主控除については、「業種に関わらず零細事業者への配慮」という観点から業務的

規模（非課税）との関係をどう考えるか、また、給与所得控除や特別控除（譲渡所得等）

との均衡を考慮すべきかどうか等の論点があると考える。 

＜本調査研究会における主な意見＞ 

・ 国税が個人・法人単位で課税しているのに対して、地方税は事業単位で、事業という

ものに注目して物税的に課税していたという経緯があるので、本来であれば所得税の事

業所得というものに引っ張られる必要はないのだろうと考える。 

・ これまで事業税は“物税”であり、それに対して個人住民税は“人税”であるため、

同一都道府県で同じところに払っていたとしても二重課税には当たらないと整理され

てきた経緯があるが、まさにその性格を付加税的にしてしまうと、物税という旧来から

の説明とはそぐわない点が出てきてしまうのではないか。 

・ 歴史的には、秩序を形成するために、コミュニティ（地域社会）というのは応益性や

負担分任性という観点を重視してきた経緯がある。そのため、個人的な主張としては、

社会的な不安定性が高まりつつある状況の中で、ソーシャル・インテグレーション等の

観点からも、もう一度、応益原則の機能や特性を再評価していくことが重要ではないか

と考える。 

・ 例えば、個人事業税において、ウェブデザインを自宅でされているケースの場合、イ

ンフラのコストは固定資産税、あるいは個人住民税で払っているという話（二重課税の

問題）もあるが、（このようなケースで）個人事業税を応益的な観点から賦課徴収する

際にどのような理屈が考えられるか。 

・ 「事業」の意義というところで、（限定列挙から離れて）業として営むというところを

条文に書いたとしても、事業性の判定にあたり、解釈論が必要になってしまう。その場

合、事業性の判定に係るコストが高くなるので、基本的には（量的な基準として）事業

主控除で対応すればよい話ではないか。

・ （泉教授のコメントについて、）事業主控除で対応するというのは、消費税の免税事

業者制のように、事業の定義は広く取っても、かなりの規模にならなければ課税しない

というイメージでお話を承った。また、同じ「事業」という用語を、同じ国税でありな

8



がら所得税とは異なる意味でも解している消費税と比べるという観点をいただけたの

で、非常に有益な意見である。 

４ 課税庁ヒアリングについて

次に、北海道及び神奈川県より、個人事業税の課税状況等について説明を受けた。その概

要は以下のとおりである。 

（北海道） 

＜個人事業税の課税実務＞ 

・道内 21 箇所の（総合）振興局や道税事務所で個人事業税の課税事務を行っており、現

在は 34 名の職員が副担当と協力し、さらに８月の定期課税前は担当外の職員の協力も

得ながら業務を実施している。

・ 国税（税務署）に対して提出された確定申告書のデータを国税連携により入手し、４

～５月頃に、税務署に対してその他必要な決算書類等の閲覧を実施する。その後、業種

の判定や第二種事業の自家労力（※）の判定等の事業性の判定に係る各種調査を実施し、

課税客体の洗い出しを行っている。 

※ 第二種事業は、おおむね原始産業に属するもので、その事業の性質に鑑み、特に零細なものに

まで課税の範囲を広げることは適当でないと考えられたことから、第一種事業又は第三種事業と

は異なり、主として自家労力を用いて行う事業（事業を行う者又はその同居の親族の労力によっ

てその事業を行った日数の合計がその事業のその年における延労働日数の２分の１を超えるもの）

は課税客体から除外されている。 

＜個人事業税の課税状況＞ 

・ 令和６年度の実績では、当初国税連携により把握した７万件（事業所得又は不動産所

得の申告があり、その合計所得が事業主控除額（290万円）以上のもの）から、各種調

査により課税対象外となったものを除き、最終的に約３万件（約 40％）を課税。 

・ 第一種事業及び第三種事業について、全国に占める北海道の割合は、課税人員ベース

で約３％となっている一方、第二種事業は約 46％となっており、全国に占める北海道の

割合が非常に大きいのが特徴。また、第二種事業のうち水産業が約 93％を占めている。 

＜個人事業税に係る課題＞ 

・ 北海道では、全国に比して第二種事業の割合が大きいという特徴があるが、令和５年
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度の実績において、（国税連携により）第二種事業全体で約 4,800 件を把握し、そのう

ち自家労力の判定等の各種調査により最終的に課税となるのは約 700件（約 15％）とな

っており、当初把握した課税客体から最終的な課税対象者を洗い出す作業に多大な手間

と労力がかかっている。 

・ 実際に、事務担当者からは、 

   ① （国税連携により把握したデータについて、）全件自家労力の判定等の各種調査

を行う必要があり、手間がかかる割に、（他の業種と比べると）課税対象が少なく、

課税しないために事務を行っている印象がある 

   ② ホタテの養殖等は共同で行っているケースが多く、（共同で人を雇用している場

合、）自家労力・非自家労力の判定が難しい 

   ③ 調査は、漁協や本人に対して行うが、調査への協力を得られない場合もあり、対

応に苦慮するケースがある 

  といった意見があった。 
 
・ 課税対象業種のあり方について、現行の限定列挙方式は、近年の業種の多様化に対応

できておらず、事業性が認められるにもかかわらず課税できないケースや、各業種の定

義が明確化されていないことから判定に苦慮するケースが多く発生しており、納税者間

又は地方団体間の課税の公平性を失する要因となり得るため、改善が必要ではないか。 

・ 複数の事業を行っている事業者が増えており、課税対象業種と非課税業種（課税対象

外業種を含む）の所得区分計算が必要になるケースが多いことから事務量の増加につな

がっており、改善が必要ではないか。 

・ 事業性の判定について、事業所得については、実務上、所得税における過去の判例に

照らして判断しているのであれば、（所得税において）事業所得に計上されていれば事

業性の判定は済んでいると考えられるため、個人事業税独自の判定は不要ではないか。 

・ 一方、（事業性の判定について、）不動産所得については、納税者負担の均衡や制度の

わかりやすさの観点から、（個人事業税独自の判定基準が必要であると考えるものの、）

例えば収入基準による判定など、現行基準の見直しの検討が必要でないか。 

・ 事業主控除のあり方について、（現行の事業主控除額（290 万円）は、）平成 11年に引

き上げられて以来 20 年以上が経過しており、その間の物価上昇等を考慮できていない

のではないか。また、控除額の月割計算について、事業主控除の性格や開廃業を正確に

把握することが困難であること等を考慮し、見直しを検討するべきではないか。 

・ 個人事業税は都道府県の貴重な財源となっており、税収中立を考慮した制度構築が必

要ではないか。 
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（神奈川県） 

＜個人事業税の課税状況＞ 

・ 令和６年度の実績では、課税人員数は８万 2,971 人となっており、平成 27 年度から

令和６年度に係る調定及び収入の状況は、インフレによる収入（所得）金額の増加、事

業主控除額の据え置き等の理由から税額、件数ともに増加傾向となっている。 

・ 直近５年度における個人事業税の課税人員数上位３業種は、（上位から）不動産貸付

業、請負業、物品販売業で変動していない。ただし、システムの仕様上、１人の納税義

務者に対して設定可能な業種の数が１であることから、実際には、不動産貸付業と駐車

場業を併せて営む個人が相当数いるものと考えられる。 

＜不動産貸付業及び請負業に係る業種認定＞ 

・ 不動産貸付業の業種認定に当たっては、

① 昭和 56年通達（『個人事業税における不動産貸付業の認定について』（昭和 56年

9月 25日自治府第 85号））及び総務省通知（『地方税法の施行に関する取扱いにつ

いて（道府県税関係）』（平成 22年 4月 1日総税都第 16号・令和 7年 4月 1日最終

改正））等において示された基準（住宅用家屋：貸付件数が 10 棟 10 室以上のもの 

等）を満たすかどうか 

② （①のいずれの基準にも満たない場合において、）家屋に係る貸付総面積が 600

平方メートルを超え、かつ家屋の貸付けに係る収入金額が年 1,200万円を超えてい

るかどうか 

※ 昭和 56 年通達において、「①の基準を満たさない場合であっても、その貸付状況等からみて

課税しないこととすれば著しく他との均衡を失すると考えられるものについては、課税するこ

ととして差し支えないものであること。」と示されていることを根拠としている。 

③ 劇場、映画館、野球場、ホテル等の競技、遊技、娯楽、集会等のために基本的施

設を施した不動産を貸し付けているかどうか 

  の３点を基準として判定を行っている。なお、②については、本県独自の認定基準であ

り、他団体でも同様の認定基準の定めがあるものの、その貸付面積や収入金額は団体に

よって異なる。 

・ 請負業の業種認定に係る要件は、

① 仕事の完成を目的とした契約に基づき収入を得ていること

② 資本的経営を行っていること

③ 仕事の計画及び遂行について独立性を有すること

④ 危険負担を有すること

  の４つであり、請負通達（神奈川県独自に発出しているもの）において定めている。  
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なお、実務上は、請負通達における第１号様式もしくは第２号様式により事業者へ照会

を行うとともに、同第３号様式の判定表により判定を行っている。 

＜個人事業税に係る課題＞ 

・ 限定列挙方式の見直しについて、現行の制度では納税者間の公平が損なわれていると

考えられるため、見直しの検討が必要ではないかと考えている。 

・ 事業性の判定について、個人事業税は、「個人の行う事業」を課税客体としており、従

来、事業所得として申告されながらも、事業性がないことを理由に課税対象外とされて

きた業種があるため、本県では、事業所得、不動産所得ともに一定の（個人事業税独自

の）基準が必要ではないかと考えている。 

・ 事業性の判定に係る他団体の意見の傾向について、不動産所得については多くの団体

から一定の（個人事業税独自の）基準が必要であると意見があった一方で、事業所得に

ついては、事業性の判定に係る一定の（個人事業税独自の）基準を設けることとした場

合、（業務簡素化の観点から）限定列挙方式を見直す意義が薄れる等といった（事業性

の判定の除外を望む）意見が多く寄せられた。 

・ 事業主控除のあり方について、控除額の引き上げ、開廃業における控除額の月割計算

ともに見直しの検討が必要ではないか。ただし、控除額の月割計算の見直しについては、

制度の廃止を求める趣旨ではなく、事業主控除の性格を明らかにすることを趣旨とする

ものである。 

・ 多くの団体と同様、YouTuberの取扱いに苦慮している。収入の形態が再生回数に応じ

た広告収入だけでなく、スーパーチャットのような投げ銭的な収入が含まれるほか、課

税庁ごとに判断が異なることも相まって、業種判断の困難性が高い業種となっている。 

＜本調査研究会における主な意見＞ 

・ 北海道において水産業は非常に重要な基盤産業となっており、（水産事業者を）きち

んと捕捉することができれば、北海道全体のＧＤＰないし経済力が全国的に見てもう少

し位置づけが高くなるのではないか。 

・ 自家労力と非自家労力の見極めについて、５年に１回の調査ではあるものの、国勢調

査を活用することはできないか。できないのであれば、非常に重要な事柄でもあるため、

基幹統計において自家労力と非自家労力の見極めができるような調査項目を追加する

ことを検討してはどうか。 

・ 農業や林業については、昭和 25 年以来、固定資産税の負担が大きいとの理由から非

課税となっているが、農地にしても、固定資産税の税率はかなり軽減されてきているの

で、今の時代そんなに負担は大きくないのではないか。そのため、同じ一次産業であり
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ながら、農業や林業（非課税）と水産業（課税）で取扱いが違うというのは違和感があ

る。もう 75 年も前の取り決めは、業種も変化しているので見直すことも必要なのでは

ないか。 

・ 事業主控除は、この水準までは課税するには小規模であるといった足切り的な面もあ

り、あるいは、積極的にこれ（事業主控除額）を超えていれば、事業として課税するだ

けの実態があるという考え方もあるかと思う。 

Ⅲ 今後の検討課題について

本調査研究会での議論を受け、今後検討が必要になると考えられる事項及び各委員の主な

意見は以下のとおりである。 

① 国内に住所を有しない者が国内に事務所等を持たずに不動産貸付業等を行う場合の

課税について

＜検討が必要となると考えられる事項＞ 

・ 個人が日本国内に事務所等を持たずに不動産貸付業・駐車場業を行う場合であって

も、当該個人が国内に住所を有する場合は当該個人の住所地に課税権が帰属する一方、

国内に住所を有さない者についてはいずれの地方団体にも課税権が帰属しないこと

について、課税の公平性等の観点からどのように考えるか。 

・ 国内に住所を有さない者が国内に事務所等を持たずに不動産貸付業・駐車場業を行

う場合に個人事業税を課税するには、「貸付対象の不動産等」（これらは、現行制度上、

事務所等に該当しない）が所在する地方団体に個人事業税の課税権を帰属させる方法

も一案として考えられるが、応益性や事業税の性格等に照らして、その是非をどのよ

うに考えるか。 

＜本調査研究会における主な意見＞ 

・ 国内非居住者に対する課税については、やはり租税条約との関係が一つ論点になる

のではないか。事後的に追加されたものについて、メモランダム（覚書）的な対応で

済むのかどうかを含め、検証が必要ではないか。 

・ 国内非居住者に対する課税について、今回は不動産貸付業等に限定された議論にな

っているが、国内源泉所得という目線で見れば、不動産貸付業等だけでなく、他にも

いろんな事業活動があり、それに対する所得を確保されるということがある。つまり、

国内非居住者の課税について、不動産貸付業等に限定して改正をするのかどうか（他

（不動産貸付業等以外）の所得との関係をどう考えるか）という点は大きな論点では

ないか。 
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・ 国内非居住者への課税方法については、いわゆる「ＰＥなければ課税なし」という

原則が租税条約において定められている中で、それを超えた課税、つまり、所得税法

第 161条に基づく源泉徴収を事業税にまで入れるかどうか（租税条約との関係でＰＥ

（恒久的施設）の部分をどう切り抜けるか）という点は一つ問題になるのではないか。 

・ 国内非居住者に対する課税についても、やはり所得課税にどのくらい寄せて考える

かという話になるかと思うが、基本的には「ＰＥなければ課税なし」といえども、不

動産所得に関しては課税権があるということ（国税的な整理）自体は問題ないと思う

が、それを事業税という形でやるとした場合に、課税することの正当化と徴収方法を

どうするかという点については、もう少し検討が必要ではないか。 

・ 不動産業か、それ以外の事業か（で両者の関係をどう考えるか）という点について、

事業税の性格を強調するのであれば、普通の事業（不動産業以外の事業）は事業所の

場所が重要である一方、不動産業に関しては、不動産の方がより応益性を観念しやす

いという形でリスティングするという方法があり得るのではないか。 

・ 国内非居住者に対する課税について、所得税（や住民税）に寄せていくのは（租税

条約等の関係で）少し問題が出てくる、一方で、（事業税を改めて物税として構成し直

し、 同じ物税として）固定資産税のあり方を工夫することで対応できないか。総務

省として、税が入る先が違うので（固定資産税は市町村税なので）飲めないというこ

とであれば、まったく論が立たないわけだが。 

・ 国内非居住者に対する課税について、所得税や法人税、法人事業税の取扱いがどう

なっているかについて、整理してまとめてほしい。また、不動産業以外の事業を行っ

ている場合に、消費税の取扱いがどうなっているかについても併せて整理してほしい。

その上で、国際課税上、事業税をどう整理するかという点について考えていきたい。 

・ 国内非居住者に対する課税について、不動産貸付業ではなく、例えばメガソーラー

等についても、設置する土地が国内にある場合で、土地の利用により収益を上げる、

その収益が事業所得として上げられているといった事例が広がっていく中で、土地や

不動産を持っているという事実のみをもって事業性をどのように担保していくかと

いう点について整理が必要なのではないか。また、住所地が国外にある場合、実務と

してどのように納税義務者を捕捉するのかといった課題もある。

② 課税対象業種の限定列挙方式について

＜検討が必要となると考えられる事項＞ 

・ 課税対象業種の限定列挙方式については、社会経済構造の変化によって新たな業種

が登場する中、以下の観点等からその妥当性を改めて検証することが必要ではないか。 

（１） 業種間の課税の公平性（法令に規定する課税対象業種に該当するものがない

が、事業性が認められる業種の取扱い） 

（２） 課税庁の実務（多種多様な業種が課税対象業種に該当するか等を課税庁が的
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確に判定することの実務上の負担） 

・ 仮に限定列挙方式の妥当性が説明困難と考えられる場合、課税の公平性等の観点か

ら適切な「新たな課税対象業種の認定方法」としてどのようなものが考えられるか。

この場合、個人事業税独自の新たな認定方法のほか、所得税の事業所得や不動産所得

に準じた対応もあり得るか。 

・ 仮に新たな課税対象業種の認定方法を導入する際には、業種別税率、非課税業種の

あり方についても、業種間の課税の公平性等の観点から検討することが必要ではない

か。 

・ 加えて、事業主控除を事業性判断の量的基準として再定義し、事業主控除額以下の

事業所得等には事業性がないと整理することは可能か。また、控除額については、物

価動向や働き方の多様化の進展等を踏まえ、見直しを検討するべきか。なお、事業主

控除については、小規模事業には課税しないとする免税点的なものとして再定義する

ことも考えられるのではないか。 

＜本調査研究会における主な意見＞ 

・ 限定列挙方式の見直しについて、社会経済構造の変化に伴い新たな業種が登場して

いくということが認識として示されている中で、従来、資本ないしは設備を使うとい

う点に着目して、応益性の観点から特別な税負担を求めていくという考え方が個人事

業税の性格にはあったかと思う。経済がサービス化していく、あるいは個人、フリー

ランスで活動される方が増えるという経過を踏まえると、（従来の）説明は難しいだ

ろうと思う。 

・ 限定列挙方式を廃止し、所得税（の事業所得、不動産所得）に倣うとした場合、所

得の中で事業性、事業に由来するものについて、なぜ上乗せ課税をするのかという点

については整理が必要ではないか。なお、その妥当性について、改めて検証を行う必

要があることが問題提起されているが、検証の結果、個人事業税の課税根拠のところ

まで所得税に合わせることとなると、説明に困るのではないかと、今の時点では考え

ている。 

・ 限定列挙方式の見直しについて、（限定列挙方式を廃止した場合、）住民税とは別に

課税する論拠があるか、応益性についてどう考えるかという話が出てくるが、より現

実的な問題として、税務執行・行政効率に資するような形で改正することを考え、限

定列挙方式を廃止した上で、例えば、税率を極めて低くする、もしくは事業主控除で

対応するという方が現実的ではないか。 

・ ①の（２）課税庁の実務という点について、限定列挙しているメリットがあったの

か、なかったのかということをしっかり検証すべきではないか。また、限定列挙方式

を廃止する場合、実務上の作業が増えたりすることのないよう検討していくことが重
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要ではないか。 

・ 長年、限定列挙方式については見直すべき、現実に合わせて変えていくべきという

意見を持っているが、（限定列挙方式を廃止するとした場合に、議論が）ひっくり返っ

て（個人事業税そのものが）無くなってしまうということがないように、（性格や課税

根拠等については、）慎重に検討する必要があるのではないか。また、限定列挙方式を

廃止することで、課税庁の実務負担が増えないか（課税庁職員の）働き方にも配慮し、

併せて検討していくべきではないか。 

・ 限定列挙方式を廃止した場合、事業税が所得税、住民税の付加税的なものになって

しまい、（結果的に）個人事業税が要らないのではないかという議論に足を突っ込ん

でしまうのではないかという恐れもあるため、個人事業税をなぜ課税するのか、どう

いう仕組みの税なのかという点については、かなり丁寧に議論すべきではないか。ま

た、５年ごとに業種を見直す、もしくは付加的な情報を入れることで定期的に検討を

していくという方法が一つの妥協的、現実的な解ではないか。 

・ これまで 20 世紀的な発想に立って、物的資産を事業のために使用し、サービスを

提供していく、あるいはその製品を提供していくというようなビジネスのあり方を前

提にしてきたが、これからの時代は、YouTuberやデジタルノマド等のようにパソコン

一台で仕事ができてしまうわけで、人的資本や無形資産のみで仕事をしていくものを

外形的にどう掴んでいくのかという問題は生じるのではないか。 

・ 限定列挙方式の見直しについて、これまでの議論を全く気にしないのであれば、消

費税的な取扱いやいわゆるシャウプ勧告の附加価値税的な取扱いに倣い、まずは個

人・法人問わず全ての事業者（を課税対象）とした上で、零細な事業者等については

事業主控除で外していく方がいろんな意味でスッキリはするのではないか。（ただし、

他の国税等とどのように関連しているかという点はわからない。） 

・ 農業の扱いをどうするか。農業だけ非課税としつつ、他の事業は課税していくとい

うことになると、課税の公平性という観点から説明が難しくなるのではないか。 

・ 法人事業税で外形標準化が進んでいる一方、個人事業税ではどう考えるか。（このと

き、法人事業税における外形標準課税においては、零細な中小企業がその対象に含ま

れていない現状にも留意が必要か。） 

以上を踏まえ、来年度も引き続き、有識者の意見等も伺いながらデジタル化・グリーン化

時代にふさわしい個人事業税のあり方について、具体的な議論を深めていくこととしたい。 
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